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知っておきたい食品の轟蔑  
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厚生労働省・農林水産省・   

公正取引垂員会  
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食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択  

したり、適正に使用したりする上で重要な情報源となっています。   

万が一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅  

速かつ的確に行うための手掛かりとなります。  

生鮮餞蒜那覇席  

農産物の表示例  

※トピックス1  

玄米・精米の表示例  

一般に知られている地名とは －…・………・ 2ページ  

3ページ  

畜産物の表示例  4，5ページ  

※トピックス2 期限表示について  5ページ  

6ページ  水産物の表示例   

再ぎ盲 ㍍二再演亘増村簸  

カロ工食品の表示例  7，a9，10ページ  

※トピックス3 原材料名欄の見方  8ページ  
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アレルギー物質を含む食品の原材料表示について………‥・ 11，12ページ  
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1．生鮮食品の表示  
一般消費者に販売されているすべての生鮮食品に、名称と原産地が表示されています0このほかに、  
個々の品目の特性に応じて、表示されている事項もあります0  
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（2）玄米・精米  
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こ）⊂‥トkg  内  容  量  内白墨墨がキロクラム蓑たはプラ  

ムで記載されこいます√．  ‡平成・○C年ひ二月○（二）日  精米年月日  
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亡≧C・米穀株式会社  

販 売 者・OC・県C上・こ市C－く′二間㌃トニー′ニ 

TEL 弓二つtこ〕し二）（△△△）××××  

精米は「精米年目日」、玄米は「調製年月日」が記載さ  

れています。また、輸入品でこれが不明なものは「輸  

入年月日」が記載されていますe なお、混合されたも  

のは、これらのうち最も占い日付が記載されています。  

芦反売美音の名称、住  

所及び電話番胃が記  

載されてい宗すっ  

※袋詰めこれてし＼ないものは   

2ペ¶ジの農産物と同じく   

名称と原産地が表示されて   

います。   
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（3）畜産物  

烏肉の泰燕  

（パック詰めされていないもの）  

国産 豚ロース肉  

100g 000円  
国産品には国産である旨が、輸入  

品には原産国名が記載されていま  

す。  

なお、国産品にあっては主たる飼  

養地がある都道府県名や市町村  

名、その他岬眼に和られている地  

名で記載されていることもありま  

すG  

※畜産物では、2ケ所以上に渡っ   

て飼養されている場合があり、   

こうした場合、一番長い期間飼   

養されていた場所を「主たる飼   

養地」といいます。  

※一般に知られている地名につい   

ては2ページをこ覧ください。  
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牛肉や豚肉など一般的な名称で記載されています。また、  

部位（ロースなど）や用途（焼き肉用など）が併せて記  

載されていること力頓ります。  

消費期限や保存方法が記載されています。  

※期限表示については5ページをご覧ください。  
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（パック詰めされているもの）  

オーストラリア産 牛バラ肉（焼き肉用）  

消費期限19．9．20（4℃以下で保存）  

100g当たり（円）  価桔（円）  

内容量（g）  100g  00  

｛○⊂）スーパー株式会社  

内容量がキロクラムまたはクラム  

で喜己載されています。  
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東京都千代田区0000－○－○  

加工業者や販売業者の名称と住  

所が記載されています。  
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（パック詰めされているもの）  

鶏卵など～鯨的な名称で記載さ  

れてい京す。  
名  称 鶏卵  

原 産 地 国産  

選別包装者  ∴－こ－養鶏場株式会社  

つ（つ県××市△△－「r  

賞味期限19．9．20  

保存方法100c以下で保存  

使用方法 生食の場合は賞味期限内に使用し、  

賞味期限経過後は十分加熱調理し  

国産品には匡】産でぁる旨が、輸  

入品には原産国名が記載されて  

います。  

なお、国産品にあっては義弟場  

びある都道府県名や市町村名、  

その他【般に知られている地名  

で記載されていることもありま  

す。  

漆工一般に知られている地名につ   

いては2ページをこ賢くださ   

い。  

てください。  
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賞味期限を経過しノた後、飲食する噂の注意事項など  

が記載されています二  

賞味期限と保存方法が記載され  

ています（期限表示については、  

下欄をこ篤ください（：J。  J
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こ∴∴肖費期限・・未開封の状態で、保存方法に記載されている方法に従い、保存された場合に、品質び  

保持される期限のことで、弁当や惣菜など品質の劣化が早い食品（おおむね5［］以内）  

に記載ごれています。品質の劣化が早いことから、この期限を過ぎると衛生上の危害  

が生ずる可能性か高くなります。  

1∴†完朕期限  缶詰やスナック菓子など品質が比較的長く保持される食品に記載されてい云す。品質の  

劣化が遅いことから、この期鰻を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけでは禿りません。  

！率消費期間や賞味鞘㌍は保存方法に記載ごれている力法で保存した場合の期限ですので、開封後や決めら   

れた方法で保存していない場合には、期限が切れる前であって邑品質か劣化していることがあります。   

平成1∈｝年7月31日から「品質保持期碩」は「賞味期限」に統】されました。ただし、経過措置と   

しノこ平成17年7月31日寮でに製造され、カロ工され、ちしくは輸入された食品等については、従宋の  

「蒜賞保持期限」の表示ができ宗す。   
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Ik（4）水産物  

鱒簡約衆評  

（パック詰めされていないもの）  

ぶり  

鹿児島県産 養殖  

国産品には、漁獲した水域名か養  

殖場びある都道府県名が、輸入品  

には原産国名が記載されていま  

す。ただし、国産品で複数の水域  

にまたがるなど水域名表示が困難  

なものには、水揚げ港またはその  

焉がある都道府県名で記載されて  

います。  

なお、輸入品には、原産国名に水  

域名が併せて記載されていること  

もあります。  

養殖したものには「養殖」と、冷  

凍品を角写漬したものには「解凍」  

と記載されています。  

（パック詰めされているもの）  
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韓国産（北太平洋）  解凍  

メバチマグロ（刺身用）  
魚種名など一般的な名  

称で記載されています。  
消費期限19．9．20  

保存方法10℃以下で保存  

00スーパー株式会社  

東京都千代田区00－△△  

価桔（円）  

（⊃（⊃（⊃  
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・封、；●句／  

真価し19紬  
醸：棚遷都厚さJ  

カロ工業者や販売業者の名称  

と住所が記載されています。  

消費期限と保存方法が記載されています。  

※期限表示については5ページをご覧ください。  
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二  

2．加工食品の表示  
一般消費者に販売されている加工食品のうち、パックや缶、袋などに包装されている  

ものには、名称、原材料名（食品添加物やアレルギー物質を含む食品も含まれていま  

す。）、内容量、賞味期限、保存方法、製造者等が表示されています。  

輸入品には原産国名や輸入者等、一部の加工食品は原料原産地名も表示されています。  

このほかに、個々の品目の特性により、表示されている事項もあります。  
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言掛、＝熱線嗅葦ヰ  

再砕い■裏滝ウイ亘一 ノ  

原材料名 草廷豊、米粉、でん粉、植物油、レ皐う  

煙白ま！董卓墨堅卜食塩、砂糖、香辛料、  

調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、  

紅麹、カロチノイド）  J
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100g  

O7．9．20  

直射日光を避け、常温で保存してくだ  

さい。  

老 衰京都千代田区×××－△△△  

○｛※二〕食品株式会社AK  
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賞味期限と保存方法が記載され  

ています。  

乳朝限表示については5／へく－ジ   

をこ覧ください。   

商品の表示に責任を持つ業者の氏名宗たは法人名とその住所が記載  

ごれています。原則は製造者を記載することとなっていますが、製  

造者との合憲があれば販売者を記載することも可能となっています。  

業者名の横に記載されているアルファベット等の記号は、製造所国  

有記号としlい、製造者等が実際に食品を製造した製造所等を表す固  

有の記号としノて、厚生労旬大臣に届け出たものです。食品衛生法に  

おいて、製造所の所在地等を表示することが蓑発つけられています  

が、この記号によって表示することも可能となっています。  
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